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１  開会  

 

２  議題  

（１）令和７年度第３回八千代市緑化審議会の各委員意見の反映に

ついて  

 

３  その他  

 

４  閉会  
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議題１「令和７年度第３回八千代市緑化審議会の各委員意見の反映について」 

 

前回議題１「令和７年度第２回八千代市緑化審議会の各委員意見の反映について」 

話者 発言要旨 会議での返答 対応方針（案） 

濱 野 

委員 
・八千代市観光振興計画では，P.3 に計画期

間が示されています。観光振興計画は既に

完成し，実施されていなければなりません

が，現状はそうなっていません。よって，

「完成を待って」という表現にするのが良

いと考える。 

・緑の基本計画と観光振興計画の内容はオ

ーバーラップしている。市民は両方読むた

め，整合が取れていないと混乱する。計画

の所管が違っても，本来は市全体で連携す

べき。 

 P.2 ・第 1 章-2「計画の位置付け」の緑の基本計画の

位置づけについて，本文にも関連分野との計画と

も相互に関連させる旨，追記しました。 

 

・緑の基本計画は，緑地の保全及び緑化に関する

方針を体系的に整理する計画のため，記載するべ

き事項と，関連計画や実施計画にゆだねる部分が

ありますが，基本方針 2-1「花のまちづくりを推進

する」，重点施策 2「まちの玄関口を彩る緑化を進

める」などでバラ，ツツジ，桜を活用したまちづく

り，観光資源としての活用について触れており，

本市では，今後もバラ，ツツジ，桜を活用したまち

づくりを進めていきます。 

原 

委員 
・「緑と歴史・文化のコラムの追加」に関し，

9ページのスペースが十分あるため，コラ

ムの欄をもう少し広げ，文字だけでなく写

真を追加する等，是非魅力あるものに改善

していただきたい。 

・（西廣会長）「コラムを魅力的にする」件は，

原委員が良い写真をお持ちであればご提

供いただく形もあると思うため，事務局を

含めご検討いただきたい。 

P.13 ・七百餘所神社，正覚院釈迦堂の写真を掲載しま

した。 

原 

委員 
・資料 1-2,P.27 の「登録ボランティア」に

関し追記いただいたが，「八千代市におい

 P.27 ・里山整備ボランティア人材育成講座（里山楽校）

についてコラムを掲載しました。 

資料１ 
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話者 発言要旨 会議での返答 対応方針（案） 

て里山のボランティアとはどのような形

で運営しているか」も併せて明記いただき

たい。 

濱 野 

委員 
・「地域振興財団のバラ配布事業では，市内

小中学校に…」とありますが，「32 校で取

り組みを進めており，現在 12 校」等，も

う少し具体的に記述いただきたい。 

・また，これは八千代市地域振興財団の取り

組みではなく，実際は八千代市と教育委員

会での協働の取り組みである。 

・確認する。 P.49 ・再度確認しましたが，バラ配布事業は，地域振

興財団の事業であり，市が連携・支援している事

業です。 

・バラ配布事業による取り組み実施校数等を追記

しました。 

西 廣

会長 
・P.51 に新しく追記いただいた「ロータリー

等のバラの管理」のコラムに関し，「市民

ボランティア団体の協働」とは「複数の団

体の協働」，あるいは「市と団体の協働」，

「鉄道会社と市民の協働」等，何の協働を

指しているか分からないため，明記いただ

きたい。 

・一般的には「市と団体の協働」であるため，

再度確認し検討します。 

P.51 ・「団体と市の協働」である旨，記載しました。 

 

  



3 

 

前回議題２「八千代市緑の基本計画の改定について（第７章・第８章）」 

話者 発言要旨 会議での返答 対応方針（案） 

原 

委員 
・重点施策 4の「維持管理を進め，公園緑地

の質を高める」は「公園緑地の維持管理を

進め，質を高める」にしなければ，何の維

持管理か分からないため意味が伝わらな

い。 

 P.77 

P.86 

・「公園・緑地の維持管理を進め，質を高める」

と修正しました。 

濱 野

委員 
・重点施策 4について，維持管理には市が行

う設備・施設の管理と，地域ボランティア

が担う草花・樹木の管理があり，計画では

この区分を明確に示す必要がある。 

・特に草花の水やりや草抜きは最も負担が

大きく，年 1〜2 回の作業では不十分であ

り，具体的な作業頻度や内容を示した方が

よい。 

・また，市内の公園数やボランティア管理の

実態，自治会への働きかけ方針，市が提供

する支援体制を記載し，市民が「自分たち

が何をすべきか」「市とどう連携すればよ

いか」を理解できるよう記載することが必

要。八千代市は 22 万人・5万世帯・250 自

治会を有する都市であるため，市民参加型

で着実に進められる計画とすべきと考え

る。 

（事務局） 

・制度の決まりがあるため，ボランティア

には清掃等の活動をお願いしており，そ

れに対して用具等の貸し出しを標準的に

行っている。 

・団体が希望する場合は，公共施設である

ため協議を行い，施設管理者と調整した

上で清掃の範囲を超えるような管理もし

ていただいている。 

（西廣会長） 

・そのような実態があまり読み取れないた

め，その辺りを分かりやすくしていただ

く事が重要だと考える。 

（西廣会長） 

・おそらく一方的に拡充や維持等を行うの

ではなく，役割分担や必要なサポート等

を連携しながら調整して行っていく事，

P.86～

88 

 

 

P.86 

 

 

 

 

 

P.87 

・文章構成を再整理し，また，見出しを見直す

ことで，「都市公園の整備の方針」「都市公園の

管理・活用の方針」について列記しました。 

 

・街区公園の「維持管理・活用の方針」では「環

境美化ボランティア制度の更なる普及と制度

の維持・拡充により ，ボランティアによる除

草，樹木のせん定及び草花の植栽などを推進

します。」と追記しました。 

 

・現時点での環境美化ボランテイアの活動や

市の支援内容について，コラムを掲載しまし

た。 
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話者 発言要旨 会議での返答 対応方針（案） 

また各公園の状況に応じたサポートをし

ていく事，連携・調整を重視していく姿勢

が読み取れるような表現にする事をご検

討いただくのが良いと考える。 

濱 野 

委員 
・草花や低木であれば市民が管理可能であ

り，実際に市民が行っている公園も多数あ

る。 

・夏場であれば草刈等を頻繁に管理すべき

だが，市の管理では年 2〜3 回程度。その

ようなギャップをどう埋めていくかを考

えた結果がボランティア（の力を活用する

という考え方）だと言っているのだと思い

ますが，具体像が見えてこない。 

  同上 

岩 瀬 

委員 

 

・ボランティアの実態を知っていただき，し

っかりと市の声が届くような内容を入れ

ていただきたい。 

 P.86～

88 

 

 

P.86 

・文章構成を再整理し，また，見出しを見直す

ことで，「都市公園の整備の方針」「都市公園の

管理・活用の方針」について列記しました。 

 

・街区公園の「維持管理・活用の方針」では「環

境美化ボランティア制度の更なる普及と制度

の維持・拡充により ，ボランティアによる除

草，樹木のせん定及び草花の植栽などを推進

します。」と追記しました。 
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話者 発言要旨 会議での返答 対応方針（案） 

西 廣 

会長 
・重点施策 1～3 は「市が指定する」等「市

が」という形で読めますが，重点施策 4は

「市が管理して当然です」とのご説明では

ありますがそのように明記されていない。

「当然な事をわざわざ明記するか」等もあ

るが，いきなり「ボランティアが」という

形の記述になっている事に違和感がある。 

 P.78～

88 

 

・文章構成を再整理し，また，見出しを見直し

ました。 

 

髙 橋

委員 
・いくつかの論点を整理し，市・事務局・ボ

ランティアなどの役割分担や，維持管理に

必要な期間・費用，数値目標を具体化する

ことで，計画の方向性や骨組みが固まると

考える。方向性が少しずつ定まれば効率的

に議論が進むと考える。 

   

原 

委員 
・資料 2の「重点施策」に非常に抽象的な形

で 4つに絞った項目があり，一方で，資料

1-2,P.45 に「具体的かつ詳細な施策」があ

る。どちらも「施策」という言葉を使用し

ているが，この関係性が見えない。 

・「施策」という言葉が重複すると，様々な

混乱を招く。資料 1-2 の施策の詳細な内容

を重点として「重点施策」と言っているよ

うに受け取ると思うが，そのような意味合

いではない。 

（西廣会長） 

・第 5章の P.45 と比較し，少なくとも「こ

の中のここと対応している」事が見える

か否かになると思いますが，いかがか。 

（事務局） 

・例えば第 7 章「重点施策の実施」の 1 番

の「谷津・里山の保全を進める」は第 5章

「基本方針 1」等の内容と関連しているた

め，第 7章「重点施策の実施」に「第 5章

のこのような箇所が該当する」等を記載

P.77 ・「1.重点施策の考え方」の［関連する施策］

に第 5 章の施策体系施策番号を追記しまし

た。 
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話者 発言要旨 会議での返答 対応方針（案） 

・先程から市民との協働等の話も挙がって

いるが，それも抽象的になっているため各

委員からそのような意見が出ていると考

える。もう少し詳細がある上で「重点的に

何をやりましょう」と，しっかりと関係性

を示す必要があると考える。 

する対応が良いと考える。他には「緑化の

重点施策」であれば第 5章「基本方針 2」

等になるが，第 5 章，第 6 章のどの内容

を踏まえているかを第 7 章の重点施策ご

とに記載すれば，基本的な施策のどの部

分が重点施策と関連するか分かるように

なると思うため，今後はそのような形で

整理を進め，次回以降にお示ししたい。 

（西廣会長） 

・おそらく一対一の対応というよりも「重

点施策」として挙げた複数の内容が紐付

く形になり，その方が良い重点施策にな

ると思うため，そのような形でご検討い

ただきたい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

八千代市緑の基本計画【改定版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 ３月 策定    

令和 ８年  月 中間見直し 

  

資料２ 
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第１章 計画の基本条件 

第１章  計画の基本条件 

計画の目的や緑の定義など計画の基本条件について示します。 

 

１． 計画改定の目的 
 

（１）計画改定の背景と目的 

緑の基本計画は，都市緑地法第 4 条に規定される法定計画です。 

八千代市では，緑豊かなまちづくりを進めるため，「八千代市緑の基本計画」を平成 15 年（2003

年）3 月に策定し，その後，八千代市の緑の状況や根拠法である都市緑地法の改正，社会情勢の

変化，緑に対する市民意識の変化など緑を取り巻く情勢の変化があったことから，平成 30 年

（2018 年）3 月に改定を行いました（以後，「旧計画」という）。 

しかし，平成 30 年（2018 年）3 月の改定後も，緑を取巻く様々な変化が見られます。本市に

おいても社会情勢の変化に対応するため，令和 3 年（2021 年）4 月にまちづくりの指針である八

千代市第 5 次総合計画をスタートさせ，「人がつながり 未来につなぐ 緑豊かな 笑顔あふれる

まち やちよ」を八千代市の将来都市像とする施策を進めています。 

本市では，こうした変化に的確に対応するとともに，これまでの緑豊かなまちづくりを更に発

展させるため，旧計画の中間見直しを行います。八千代市緑の基本計画【改定版】（中間見直し）

（以下，「本計画」という）は，将来の緑地の保全や都市緑化の推進，公園緑地の適切な配置や

維持管理，生物多様性の保全など，緑に関する様々な施策を体系的にとりまとめ，緑豊かなまち

づくりの推進を図ることを目的としています。 

 
 

（２）計画の期間 

本計画は，概ね 20 年の計画期間を設定し，各年度は以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

（３）計画対象区域 

本計画は，八千代市全域を対象とします。 
 

  

基準年度 中間年度 目標年度 

平成 27 年度 

（2015 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 17 年度 

（2035 年度） 

 

計画対象区域 都市計画区域名 

八千代市全域 八千代都市計画区域 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 計画の位置付け 

本計画は，「八千代市第 5 次基本構想」に即し，「八千代都市計画 都市計画区域の整備，開発

及び保全の方針」，「八千代市都市マスタープラン」に適合させて策定します。また，「八千代

市第３次環境保全計画（改訂版）」をはじめとする関連分野の計画とも相互に関連しながら，緑

地の保全及び緑化に関する方針を体系的に整理することで，緑豊かなまちづくりを推進します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 計画の位置付け 
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第１章 計画の基本条件 

３． 計画の構成 

本計画は，以下のような内容で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 計画の構成 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

４． 緑の定義と機能 

本計画は，八千代市の全ての「緑」を対象とした計画です。本計画では，「緑」と「緑地」と

いう用語を区別して用いています。 

（１）緑とは 

「緑」とは，樹木や草花などの植物のみを意味するのではなく，それらを含む周辺の土地や空

間をも意味しています。個人の住まいの庭の緑や街路樹などばかりでなく，公園や広場，農地，

樹林地，河川までも含む広い意味を持ちます。本計画は，八千代市の全ての「緑」を対象として

います。 

 

（２）緑の機能 

緑は，環境の保全，レクリエーション，防災，景観形成など，さまざまな機能を持っています。 

また，緑は「存在効果」と「利用効果」の 2 つに分けて考えることができます。 

存在効果：人が利用しなくても自然に発揮される効果 

（例：二酸化炭素の吸収，動植物の生息・生育地の確保など） 

利用効果：人が利用することによって発揮される効果 

（例：公園での遊びや憩い，市民の交流，防災空間としての活用など） 

以下に，緑の機能について説明します。 

 

■環境保全 ～緑は都市の環境を守ります～ 

緑は，以下のような機能を通じて環境保全に貢献しています。 

・気温などを調整する機能 

・大気中の浮遊物や排気ガスの浄化や騒音を減衰

させる機能など生活環境を保全する機能 

・生物の生息や生育を支える基盤としての機能 

・地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収する

機能や緑陰を形成する機能 

・山林や農地などの緑は雨水をたくわえ流出する量を調整する機能 

また，農作物や木材などの資源供給の場として利用されます。 

 

■レクリエーション ～緑はレクリエーション活動の場を提供します～ 

緑は，様々なレクリエーションの場を提供します。 

・市街地にある公園や広場は，子どもたちの遊び

場やスポーツの場として 

・地域の人々が憩うための場として 

・谷津・里山・水辺などの自然環境は，環境教育

や自然とのふれあいの場として 
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第１章 計画の基本条件 

（３）緑地とは 

「緑地」とは，何らかの制度または社会通念的な位置付けにより，永続的に担保されるオープ

ンスペースを指し，次の２項目に整理します。 

施設緑地 住民の利用可能な公園・緑地や，これに準じた施設及び公共施設の付属緑地など 

地域制緑地 法や条例，協定などにより，一定の区域の緑を保全するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 緑地の分類 

※１民間施設緑地は，公開しているもの，500 ㎡以上の一団となった土地で建ぺい率が概ね 20％以下のもの，永続性があ
るものとする。 

※２面積算定をする場合は，植栽地面積等（協定により担保される緑化面積）を対象とする。なお，本計画では条例等に
よる緑地として一律計上している。 

1)国民公園 2)都市公園を除く公共空地

3)自転車歩行者専用道路 4)歩行者専用道路

5)地方自治法設置又は市町村条例設置の公園

6)公共団体が設置している市民農園

都市公園以外 7)公開している教育施設(国公立)

8)河川緑地　 9)港湾緑地　10)農業公園

11)児童遊園

12)市町村が設置の運動場，グラウンド

13)子供の国

14)青少年公園　等

道路植栽地や歩行者専用道路　

公共公益施設の植栽地(把握可能なもの)

民有地で公園緑地に準ずる機能をもつ施設

1)公開空地　　　2)市民農園(上記以外)

緑地 民間施設緑地※１ 3)一時開放広場　4)公開している教育施設(私立)

5)協定等を結び開放している企業グラウンド

6)寺社境内地　7)屋上緑化の空間

8)民間の動植物園　9）市民緑地　等

1)緑地保全地域　2)特別緑地保全地区　3)風致地区

4)近郊緑地保全区域・近郊緑地特別保全地区

5)歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区

6)生産緑地地区　　　7)自然公園区域

法による緑地 8)自然環境保全地域　9)農業振興地域内農用地区域

10)河川区域　　　　11)保安林区域

12)地域森林計画対象民有林　13)保存樹・保存樹林

14)名勝・天然記念物等緑地として扱える文化財

15)景観重要樹木(緑地計上可能なもの)

16)景観地区(緑地に係る事項を定めるもの)　等

協定による緑地※２ 1)都市緑地法に基づく緑地協定

2)景観協定(緑地に係る事項を定めるもの)

1)条例・要綱・協定等による緑の保全地区

　や緑の協定地区

2)樹林地の保存契約

条例等による緑地 3)協定による工場植栽地

4)県や市町村指定の文化財で緑地として

  扱えるもの　等

地

域

制

緑

地

都市公園(都市公園法で規定するもの)

公共施設緑地

都市公園以外の公有地で公園緑地に

準ずる機能をもつ施設

公共施設における植栽地

施

設

緑

地

都市公園等
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第２章 緑の概況 

 

第２章  緑の概況 

八千代市の概況や緑の現状について整理します。 

 

１． 八千代市の概況            

（１）自然的条件の整理 

①位置・面積 

八千代市は，千葉県の北西部に位置し，北

は印西市，白井市，南は千葉市，習志野市，

西は船橋市，東は佐倉市と接しています。 

東京（大手町）までおよそ 30km，成田国

際空港にもおよそ 25km の位置にあります。 

また，八千代市は，東西におよそ 8.1km，

南北におよそ 10.2km の広がりを持ち，面積

は 5,139ha（51.39 ㎢）となっています。 

※令和 7年（2025 年）3月時点の都市計画区域の告

示面積（＝行政面積）は 5,127ha ですが，平成 26

年 10 月に国土地理院より測定方法の変更のた

め，行政面積が 5,139ha に修正されていることか

ら，本計画では都市計画面積を 5,139ha として表

記します。 

 

②地形・地質 

八千代市の地形は，下総台地と呼ばれる標高 20～30ｍ程度の比較的平坦な台地と，台地が侵

食されたことで形成された標高５ｍ程度の低地（谷底平野）で構成されます。低地は樹枝状に複

雑に入り込む「谷津」と呼ばれる地形となっており，八千代市の特徴的な景観を形成しています。 

低地にはいくつもの河川が流れており，市域のほぼ中央を南北に貫流する新川に，桑納川や神

崎川などが流れ込んでいます。 

地質は，台地部は下総層群及び関東ローム層が，低地部は沖積層が分布しており，いずれも第

四紀（約 200 万年前～現在）という最も新しい地質時代に形成されたものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 位置概要 

八
千
代
市 

東京都  

成田国際空港  
● 

20km 

40km 

●東京

(大手町) 

資料：千葉県 HP 54 市町村図に加筆 

資料：自然観察リーフレット 

「八千代市の自然を歩こう！」 

平成 16 年（2004 年）3月発行 

図 地形概要 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

（２）社会的条件の整理 

①人口及び世帯数の推移 

令和 7 年（2025 年）の八千代市の人口は 206,895 人，世帯数は 99,245 世帯です。人口・世帯

数ともに増加傾向にあります。昭和 32 年（1957 年）に完成した八千代台団地は日本の大規模住

宅団地発祥の地であり，これを契機に大規模住宅団地の建設が進み，昭和 50 年（1975 年）の国

勢調査では，人口 10 万人以上の市で全国一の人口増加率を示しました。基準年度である平成 27

年（2015 年）と令和 7 年（2025 年）を比較すると，人口は 6.4％の伸び，世帯数は 18.6％の伸

びとなっています。 

年齢別人口を年少人口（0～14 歳），生産年齢人口（15～64 歳），老年人口（65 歳以上）と

3 つの年齢層に分けて比較すると，年少人口・生産年齢人口の構成比は減少，老年人口の構成比

は増加傾向にありますが，令和 2 年（2020 年）から令和 5 年（2025 年）は生産年齢人口比率が

やや増加しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

147,226
153,693

167,784
179,569

188,381
194,438 200,275

206,895

48,360
54,477

63,455
71,212

78,195 83,666
90,547

99,245

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成2

（1990）

平成7

（1995）

平成12

（2000）

平成17

（2005）

平成22

（2010）

平成27

（2015）

令和2

（2020）

令和7

（2025）

人口（人）

世帯数（世帯）

世帯数（世帯）人口（人）

資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日現在） 

図 年齢３区分別人口構成比 

図 人口及び世帯数の推移 

18.8% 15.3% 14.7% 15.3% 15.3% 14.3% 13.0% 12.0%

74.4%
75.7% 73.5% 69.3% 65.2% 62.2% 62.0% 63.4%

6.9% 9.0% 11.7% 15.4% 19.6% 23.5% 25.0% 24.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成2

（1990）

平成7

（1995）

平成12

（2000）

平成17

（2005）

平成22

（2010）

平成27

（2015）

令和2

（2020）

令和7

（2025）

年少人口

（15歳未満）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）

資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日現在） 

※四捨五入しているため，合計が 100％にならない場合があります。 
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第２章 緑の概況 

２． 緑地の現況 

（１）緑地の現況（令和 7 年（2025 年）3月 31 日時点） 

緑地の総量は 2,056.93ha で，市域面積（5,139ha）の 40.0％を占めています。市域を南北に二

分すると，北部の市街化調整区域には地域制緑地，南部の市街化区域には施設緑地の割合が高く

なっており，土地利用を反映した緑地の分布となっています。 

平成 28 年度（2016 年度）と比較すると，緑地の総量で 185.41ha 減となっています。中でも

農業振興地域内農用地区域の減少面積（96.80ha 減）が大きく，次いで地域森林計画対象民有林

の面積の減少（72.43ha 減）が続いています。 

 

（２）施設緑地の現況（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

施設緑地は 587.10ha 設置されており，市面積の 11.4％にあたります。街区公園をはじめとす

る都市公園のほか，公共施設緑地や民間施設緑地が市内全域に配置されています。そのうち都市

公園は市南部の市街化区域内に集中し，特に八千代市では住宅団地整備とともに計画的に整備さ

れた公園となっています。一方，施設緑地の性格上，北部の市街化調整区域にはほとんどありま

せん。 

 

  

施設緑地 

施設緑地は大きく分けて，「都市公園」「公共施設緑地」「民間施設緑地」の 3つに分類

されます。 

● 都市公園 

「都市公園」は，都市公園法に基づいて国や市などが設置・管理する公園です。原則とし

て，住民が自由に利用できるよう公開されています。 

法律では，公園管理者が勝手に都市公園を廃止することはできず，一定の条件を満たす必

要があると定められています。 

● 公共施設緑地 

「公共施設緑地」は，都市公園以外の公有地や，公共の管理が行き届いている施設緑地を指

します。見た目や機能は都市公園に近く，市民が安心して利用できる緑の空間となっていま

す。 

● 民間施設緑地 

「民間施設緑地」は，民有地でありながら公園緑地に準じる機能を持ち，原則として公開さ

れている施設です。八千代市では，社寺の境内地や民間が運営するゲートボール場や少年野

球場などが挙げられます。 

 

  施設緑地は増やすだけではなく，質を充実させることも大切です。 

今後の公園の整備や維持管理の方針については，第 5章，基本方針 3 をご参照ください。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

（３）地域制緑地の現況（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

地域制緑地は，1,473.80ha で市面積の 28.7％を占めています。 

市街化調整区域には新川，桑納川などの河川区域が，河川の両岸には幅広い帯状の農業振興地

域内農用地区域が連続的に分布しています。また，市街化区域には，高津・萱田町・大和田新田・

上高野南部などに点状の緑地となる生産緑地地区が多く分布しているほか，緑地・緑化協定が広

く締結されています。 

 

■法によるもの 

① 生産緑地地区（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

生産緑地法に基づく生産緑地地区は，市街化区域内に 152 地区，37.61ha が指定され，特に，

市中央部に多く分布しています。平成 28 年度（2016 年度）と比較すると，34 箇所，13.06ha 減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域森林計画対象民有林（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

森林法に基づく地域森林計画対象民有林は，319.57ha が指定され，市北部に多く分布していま

す。平成 28 年度（2016 年度）と比較すると，72.43ha 減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産緑地地区 

生産緑地地区は，市街化区域内の農地などを適正に保全し，農業と調和した良好な都市環

境の形成を目的とした都市計画制度です。指定を受けた農地は原則 30 年間，営農の義務があ

り，営農継続を支援するために税制上の優遇措置を受けられます。 

平成 29 年（2017 年）の法改正では，30 年経過後も営農を希望する場合に「特定生産緑地」

として再指定できる制度が創設されました。これにより，買取り申出可能時期が 10 年間延長

され，税制優遇も継続されます。 

  八千代市の生産緑地は減少しています。存続には市民の皆様のご理解も大切です。 

今後の生産緑地地区の保全方針については，第 5 章，基本方針 1-2 をご参照ください。 

地域森林計画対象民有林 

地域森林計画民有林は，森林法第 5 条により，全国森林計画に即して，都道府県知事が民

有林について 5 年ごとに 10 年を 1期とした「地域森林計画」がたてられています。 

その地域森林計画の対象となった民有林が「地域森林計画対象民有林」です。 

地域森林計画の対象となっている民有林（＝5 条森林）で伐採を行う場合は，森林法第 10

条の 8に基づき，事前に市町村への届出が必要です。 
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第２章 緑の概況 

（４）指定管理者による都市公園の管理 

指定管理者制度は，多様化する市民ニーズに効率的・効果的に対応するため，公の施設の管理

に民間の能力を活用しつつ，市民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的に運用される

制度で，八千代市の公園では， 13 公園を指定管理者に委託して管理しています。（令和 7 年度

（2025 年度）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指定管理公園でのイベント風景（左：クラフトマルシェ，右：星空映画会） 

指定管理者制度 

八千代市では，勝田台中央公園や八千代総合運動公園など，13 の公園において「指定管理

者制度」を導入しています。 

この制度は，公園のほか，体育館，図書館などの「公の施設」の管理を，市が直接行うの

ではなく，民間の会社や NPO 法人などの団体に任せる仕組みで，施設の運営や維持管理，利

用の受付などを，市から指定された団体（＝指定管理者）が行います。 

指定管理者制度のメリットは以下のようなものがあります。 

・民間のアイデアでサービスが良くなる 

・効率的な運営で経費の節約が期待できる 

・手続きが公開されていて公平 

・地域の実情に合った運用ができる（制度は市条例で定め，柔軟に設計できます） 

指定された団体は，毎年度の事業報告を市に提出する義務があり，公園がきちんと管理さ

れているかを市が確認を行っています。また，利用者の公平性や安全，プライバシーの保護

などにも配慮した運営が求められています。 

八千代市では，引き続き指定管理者制度を活用しながら，公園の適正な管理運営に取り組

んでいます。 

  指定管理者等による公園・緑地の整備，管理方針については， 

第 5章，基本方針 3-2 をご参照ください。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

（公財）八千代市地域振興財団の取り組み例 

（５）公益財団法人八千代市地域振興財団の事業 

公益財団法人八千代市地域振興財団（旧（公財）八千代市環境緑化公社）の緑化事業では，八

千代市からの補助金や「花と緑の基金」の運用益や寄付により，緑の普及・啓発活動や，公共空

間の緑化・維持管理など，市民と協力しながら様々な緑化に関する事業を実施しています。 

事業報告や財務諸表などは（公財）八千代市地域振興財団のホームページで公開されています。 

 

 

緑の普及・啓発活動 

❑花苗の無料配布 

 ・年 2回，延べ 185 団体に計 4万本以上を配布。（幼稚園や自治会，小中学校など） 

❑花壇づくりへの助成 

 ・市民団体による公共スペースでの花壇整備に対し，計 22 件・約 56 万円を助成。 

❑講習会・相談会の開催 

 ・緑の育て方や剪定方法など，初心者向けの講座を年 12 回開催。（延べ参加者 142 人） 

公共空間の緑化・維持管理 

❑新川遊歩道の美化 

 ・桜の害虫駆除，剪定，草刈りを実施し，四季を楽しめる散策路に整備。 

❑群生地の維持管理と「彼岸花まつり」 

 ・彼岸花・スイセンの球根を計 17,000 球植栽し，延べ 21,300 人が訪問。 

❑「バラの小径」整備・記念樹の贈呈 

 ・駅前緑地に苗木を植樹。また，記念樹として 189 人にバラの助成券を贈呈。 

緑化イベント・コンクール 

❑写真コンクール・花壇写真コンテスト 

 ・花と緑をテーマにした市民応募作品を表彰。（応募数：写真 44 点，花壇 208 点） 

（実績値は令和 6 年度（2024 年度）） 

 

（６）緑化の推進及び緑地の保全に関する市民活動 

緑化の推進に関するものとして，街かど花壇への植栽やバラのまち八千代を PR するサンプル

ガーデンの管理，あさがおの花いっぱいのまちづくりなどが展開されています。また，緑地の保

全に関するものとして，里山や谷津，河川などを対象とした自然観察会や清掃活動，下草刈りな

どの維持管理活動が実施されています。また，里山楽校の卒業生による里山整備などの活動が実

施されています。 

 

①八千代花と緑の応援団 

平成 13 年（2001 年）に有志で発足し，平成 30 年（2018 年）に駅近隣の緑が丘自治会の皆さ

んが活動趣旨に賛同，リスタートを切り，およそ 100 名が活動しています。 

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅北口の駅前ロータリーや，八千代緑が丘駅から京成バラ園に至る

1.1 キロメートルの遊歩道で，バラの植樹や手入れを行っています。また，東葉高速鉄道村上駅

前ロータリーバラ園では市と協働で管理を行っています。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

（７）旧計画で定めた重点施策の取り組み状況について 

以下に，旧計画で定めた重点施策に関連する取り組み内容の概要を示しました。 

谷津・里山の保全を進める（旧計画 重点施策 1） 

重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区とし

て保全配慮地区を設定し，保全配慮地区の状況に応

じて保全に取り組みました。 

また，里山活動団体やヤマトミクリの里づくり協

議会，ほたるの里づくり実行委員会などと連携し，動

植物の生息・生育状況，維持管理の状況等について情

報共有し，植生や動植物の生息・生育状況，維持管理

の状況などについて把握に努め，ほたるの里づくり

実行委員会などと連携し，対象地区に合わせた保全

策を実施しています。また，周辺の樹林地を残して整

備されている熱田ヶ池公園では，環境美化ボランテ

ィアの協力により適切な維持管理をはかりました。 

 

まちの玄関口を彩る緑化を進める（旧計画 重点施策 2） 

遊歩道や歩行者・自転車道において，ボランティア団体等の協力を得て，バラ等の植栽を実施

しました。また，緑化推進指導要綱を改定し，屋上緑化についても緑化の対象として，より多様

な緑化を図ることができるように取り組みを行いました。 

 

市街地内農地を守り・活かす（旧計画 重点施策 3） 

多くの生産緑地地区が指定後 30 年を迎えることから，所有者の意向に配慮しつつ，営農を継

続すべき生産緑地地区については，特定生産緑地への指定を進めました。また，生産緑地地区の

面積要件についても 500 ㎡から 300 ㎡への引き下げを行いました。 

 

維持管理を進め，公園・緑地の質を高める（旧計画 重点施策 4） 

近隣公園の整備等において，地域住民の意見等を取り入れると共に，既存の公園における老朽

施設の更新にあたっても利用者のニーズ等を考慮し，機能向上を図っています。また，大規模公

園における指定管理者制度の導入により，公園の運営管理の効率化等に取り組んでいます。 

公園の樹木の計画的な維持・再生については，新川千本桜の植替えなど，優先度の高いものか

ら対応を図っています。また，倒木の危険があると判断される公園の植栽木や街路樹などについ

ては，樹木医による点検を行っています。 

市民の森においては，永続的な土地の確保のために，都市計画決定を行っている範囲から買収

を進めているほか，環境美化ボランティアの協力により高津小鳥の森に巣箱を設置する等，野鳥

の生息に配慮した取り組みを行っています。 

 

図 保全配慮地区位置図 
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第２章 緑の概況 

（８）近年の新たな市の取り組み 

①全国さくらシンポジウム 

昭和 57 年（1982 年）に始まった全国さくらシンポジウムは，昭和 61 年（1986 年）から市町

村との共催となり，開催地の地元で実践されている桜の保全管理活動の事例発表やパネルディス

カッションなどが行われています。令和 8 年（2026 年）4 月には，本市で 2026 全国さくらシン

ポジウムｉｎ八千代の開催が予定されており，本市も実行委員会に参画しています。 

 

②100 万本のバラ植栽構想 

八千代市では，市のシンボルであるツツジやバラ，市民参加によって形作られた新川千本桜と

いった観光資源の魅力を様々な機会を通じて市内外へ発信しながら，積極的で効果的なシティセ

ールスを展開し，本市の認知度やイメージの向上，本市に対する誇りや愛着を醸成することで魅

力あるまちづくりを進めています。 

バラについては，バラの植栽管理，啓発，学校教育及び生涯学習，資金についての計画の策定

や事業効果の検証などを行うことを目的として，令和 2 年（2020 年）11 月にバラのまちづくり

庁内委員会を設置し，「100 万本のバラ植栽構想事業」を推進しています。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

３． 関連計画等（緑を取巻く社会情勢の変化） 

（１）法令，国の計画など 

①都市緑地法等の一部を改正する法律，緑の基本方針（令和 6年（2024 年），国土交通省） 

気候変動対策や生物多様性の確保，幸福度（Well-being）の向上等の課題解決に向けて，都市

緑地法等の一部を改正する法律が令和 6 年（2024 年）11 月に施行されました。 

改正法では，都市における緑地の質・量両面での確保，再生可能エネルギーの導入やエネルギ

ーの効率的利用等の推進，良好な都市環境の実現，地方公共団体や民間事業者の取り組みを後押

しする仕組みの構築をめざし，国が都市緑地に関する基本方針を策定して全国的な目標や官民の

取り組みの方向性を提示することや，指定法人が地方公共団体に代わって緑地の買入れや整備を

行う制度を創設して財政面・技術面から地方公共団体を支援することなどが定められています。 

なお，令和 6 年（2024 年）12 月に策定された緑の基本方針（国）では，将来的な都市のある

べき姿として「人と自然が共生し，環境への負荷が小さく，Well-being が実感できる緑豊かな都

市」と定めています。また個別目標として，「環境への負荷が小さいカーボンニュートラル都市」，

「人と自然が共生するネイチャーポジティブを実現した都市」，「Well-being が実感できる水と

緑豊かな都市」を掲げ，実現のための施策を取りまとめています。 

八千代市ではこれまでに，旧計画で「基本方針 1（緑の保全）」の施策で人と自然の共生につ

いてふれているほか，「基本方針 2（都市緑化）」においてバラやツツジを活用したまちづくり

を進めています。今後も緑の取り組みを通して，市民の幸福度（Well-being）高めることができ

るまちづくりを進めていきます。 

 

②グリーンインフラ推進戦略 2023（令和 5年（2023 年），国土交通省） 

グリーンインフラは，「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において，自然環境

が有する多様な機能を活用し，持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取り組み」

です。この計画では，「自然と共生する社会」の実現に向けた国土交通省の取り組みが総合的・

体系的に位置づけられています。 

具体的には，「自然の機能を活用した温室効果ガスの吸収源対策」，「自然の機能を活用した

防災機能の向上等の取り組み」，「快適な都市空間・生活空間の形成」，「健康にクリエイティ

ブに楽しく暮らせる空間づくり」，「地域における自然や生態系の保全・再生，グリーンインフ

ラコミュニティの醸成」，「子どもたちの活動や教育の場としての自然や生態系の創出・活用等

の取り組み」といった施策が整理されています。 

八千代市ではこれまでに，旧計画での施策で人と自然の共生についてふれているほか，八千代

市第 3 次環境保全計画（改訂版）などの計画でも自然と共生する社会の実現を目的とする施策を

体系化し，その実現に向けた取り組みを進めています。本計画においても，緑の多面的な機能を

活かした施策を推進します。 

 

（２）県や市の計画等 

① 八千代都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針 

「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」は，人口，人や物の動き，土地の利用のしかた，

公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし，将来のまちをどのようにしてい
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第２章 緑の概況 

４． 緑の課題 

八千代市ではこれまでに，市民，事業者との協働しながら様々な緑に関わる取り組みを進めて

きました。しかし，社会情勢の変化や地域制緑地を中心とする緑地面積の減少などの課題により

一層対応していく必要があります。 

 

１.谷津・里山をはじめとした八千代市の特徴的な緑の保全 

・近年の地球温暖化や生物多様性の危機的な状況を受

けて，緑のもつ環境保全効果が一層重要になってき

ています。また，豊かな自然環境は，市民の誇りで

あり，市内外から訪れる人を引き付ける魅力を持っ

ていることから，自然環境を守りつつ有効な活用を

図り，次世代へ引き継いでいくことが重要です。 

・しかし，こうした自然環境は，都市化や耕作放棄地

の増加などによって失われつつあり，生物多様性の低下を招いています。いったん失われた

自然は回復に長い時間と多大な労力を要します。元の姿に戻すことは極めて困難であり，そ

の結果，生態系や景観の喪失，食料生産力の低下などを招き，後世に大きな負担を残す可能

性があります。 

・八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）に基づく取り組みや，環境省による生物多様性保全

上重要な里地里山への選定などに対応し，谷津・里山の保全への積極的な取り組みが望まれ

ます。 

・谷津・里山の保全の担保性を向上させるための法的規制の導入や，市民参加による保全の仕

組みづくりなどについて検討が必要です。 

・地域森林計画対象民有林，農業振興地域内農用地区域などの郊外の地域制緑地の面積の大幅

な減少を抑制するとともに，管理放棄されつつある山林や農地の維持管理を進めるため，担

当部局と連携した取り組みが必要です。 

・市街地に残る樹林地や生産緑地地区などについても，都市における貴重な緑の空間として，

農産物等直売所など都市農業に親しむ空間づくり，都市住民が農業を体験・実践できる場と

して活用するなど，積極的な保全と維持管理，活用が望まれます。 

 

２.魅力的な八千代市の緑の形成 

・緑を活かした潤いのあるまちとして市民の幸福度

（Well-being）を高め，また地域の魅力を高めてい

くために，市の花「バラ」及び市の木「ツツジ」や

新川千本桜など，市の特徴となる花のまちづくりの

取り組みの継続が望まれます。 

・市民や事業者などの協力により多数の緑地・緑化協

定などが結ばれており，それにより形成される緑豊

かな居住環境の維持が望まれます。 
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第３章  緑の将来構想 

計画の基本理念，緑のまちづくりテーマ，基本方針や緑地の確保目標など，目指すべき緑の将

来構想を示します。 

 

１． 計画の基本理念                                

計画の基本理念は以下のとおりとします。 

 

八千代市は市の中央を流れる新川を中心とした緑豊かな都市です。 

緑の都市宣言や八千代市ふるさとの緑を守る条例の制定，緑地・緑化協定などの締結，環境保

全林・市民の森などの指定，花のまちづくり構想に伴う事業の推進など，様々な緑づくりに取り

組んできました。 

こうした取り組みをもとに，平成 15 年（2003 年）3 月に八千代市緑の基本計画を策定し，市

民，事業者との協働による緑づくり，自然を感じる市街地の創出，里山の保全と再生，地域性豊

かな緑の創出，グリーンネットワークの形成を基本方針に，緑のまちづくりを体系的・計画的に

進めてきました。 

 

八千代市北部の自然豊かな地域では，谷津・里山の環境を守るため，市民参加による生き物調

査を実施し，平成 23 年（2011 年）の八千代市谷津・里山保全計画（令和 6 年度（2024 年度）

に八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）と統合）の策定により，市民協働による保全活動など

の取り組みが進められています。 

また，南部の市街地では，市のシンボルである新川のほとりに，県立八千代広域公園の整備が

進められているほか，身近な公園整備や市民の森の指定，緑地・緑化協定の締結が進み，緑を感

じながら暮らせる環境づくりが進んでいます。 

 

本計画では，こうした緑づくりの取り組みを更に発展させるため，引き続き谷津・里山の保全

や花と緑のまちづくり，市民に愛される公園・緑地の整備などに取り組むほか，豊かな緑をつな

ぐ，生物多様性に配慮したエコロジカルネットワーク※１の構築などについて取り組みを進めます。 

また，このように守り，創出した豊かな緑を適切に維持管理するために，市民や市民団体，事

業者，行政が一体となり力を合わせて，緑の都市を次世代へとつなぐことを本計画の基本理念と

します。 

 

 

  ※１エコロジカルネットワーク 

野生の生き物は，繁殖の場や餌場，休息の場など，様々な場を必要
とします。また，渡りのとき，繁殖のとき，巣立ちのとき，餌をとりに
行くとき，ねぐらに戻るときなど，様々な目的で移動しています。生

き物が必要とする場所と，生き物の移動経路から構成されるのが，エ
コロジカルネットワークです。 
自然地が失われたり，分断されると，エコロジカルネットワークの

質が低下します。このエコロジカルネットワークが失われると，自然
の質が低下し，繁殖がうまくいかなくなり，その生き物の存続に支障
をきたします。 

 
資料：平成16年（2004年）国土交通省「人と自然との美しい共生 エコ

ロジカル・ネットワーク」 
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２． 緑のまちづくりテーマ                             

基本理念を踏まえ，緑豊かなまちづくりを目指すための基本的な考え方やビジョンなどを表す

フレーズとして，“緑のまちづくりテーマ”を掲げます。 

 

 

 

 

 

３． 計画の基本方針 

基本方針１：（緑の保全） 

谷津・里山など，八千代市の特徴となる豊かな緑を守ります          

八千代市の骨格となる谷津・里山などの緑や，市街地に残存する身近

な緑について，計画的な保全を進めます。 

また，谷津・里山の保全活動など，積極的な取り組みを更に進め，八

千代市の特徴となる豊かな緑を守ります。 

 

基本方針２：（都市緑化） 

美しく，心地良い，花と緑の都市をつくります                

八千代市の魅力を高めるよう，市の花「バラ」及び市の木「ツツジ」

や新川千本桜などを活用した花のまちづくりや，緑地・緑化協定などに

よる豊かな緑のまちづくりを更に進め，美しく，心地良い，花と緑の都

市をつくります。 

 

基本方針３：（公園・緑地の整備） 

市民に愛される公園・緑地を整備します                   

県立八千代広域公園をはじめ，整備された公園や緑地，緑道は市民の

憩いの場となっています。 

市民に愛される公園・緑地の適切な維持管理に努め，多様化する市民

のニーズに合わせるための再整備を進めます。 

 

基本方針４：（生物多様性の確保） 

生物の多様性に配慮したエコロジカルネットワークを形成します        

八千代市の谷津・里山は，様々な生き物の生息・生育空間となって

います。 

緑の保全，都市の緑化，公園・緑地の整備など，様々な場面を通じ

てグリーンインフラを整備し，生物多様性の確保はもとより，気候変

動対策や市民の幸福度(well-being)の向上等，緑地の持つ多面的機能

の活用を図ります 。 

 

基本方針５：（緑の取り組み） 

緑に親しみ，みんなで育てます                       

八千代市の豊かな水や緑に親しむ環境づくりを進めます。 

また，その維持管理や更なる利活用を進めるため，市民や市民団体，

事業者などの多様な主体が連携・協力する，緑に親しみ，みんなで育て

る仕組みづくりを進めます。 

「みんなでつくる 緑豊かなまち 八千代」 
～人と生き物がともに暮らす緑の都市を次世代へ～ 
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４． 緑地の確保目標 

計画の基本理念，計画の基本方針の実現に向け，将来確保すべき緑地※１の量を目標値として，

以下のとおり定めます。 

 

（１）緑地の確保目標水準 

目標年度の令和 17 年度（2035 年度）までに確保する，緑地の目標水準を以下のとおり示しま

す。 

 

緑地確保 
目標水準 

（目標年度） 
令和 17 年度 
（2035 年度） 

市街化区域面積 
（2,303ha）に対する割合 

都市計画区域面積 
（5,139ha）に対する割合 

概ね 326ha 
14％ 

概ね 2,247ha 
 43％ 

 

【参考】（令和 6 年度（2024 年度）） 

：市街化区域面積（2,303ha）における面積 約 297.8ha 

：都市計画区域（市域）面積（5,139ha）における面積 約 2,056.9ha 

 

 

（２）都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準 

目標年度の令和 17 年度（2035 年度）までに確保すべき，都市公園※２及びこれに準じた施設を

含む都市公園等※３の整備目標水準※４を以下のとおり示します。 

 

年  次 

基準年度 
平成 27 年度※５ 
（2015 年度） 

㎡／人 

中間年度 
令和 7 年度 

（2025 年度） 
㎡／人 

目標年度 
令和 17 年度 
（2035 年度） 

㎡／人 

都市公園 4.8 5.8 7.9 

都市公園等 19.2 19.5 21.8 

都市計画区域人口※６ 196 千人 208 千人 207 千人 

 

 

※１緑地…何らかの制度または，社会通念的な位置付けにより，永続的に担保されるオープンスペースのこと。 

詳細は「第 1 章 4（3）緑地とは」参照。 

※２都市公園… 住区基幹公園（街区公園・近隣公園・地区公園） 

都市基幹公園（総合公園・運動公園） 

広域公園 

市民の森，都市緑地・緑道 

※３都市公園等… 都市公園に公共施設緑地（借地などの理由による未公告の公園・市民の森，遊歩道，公開している教育施設， 

陸上自衛隊用地など，公園緑地に準じる公共施設）を足したもの。詳細はＰ４「緑地とは」参照。 

※４平成 29 年に現況の緑地量を精査した結果，現況値が修正されたため，過去に策定した計画等の数値と差が生じています。 

※５平成 27 年度欄の都市公園，都市公園等とも，平成 28 年度末時点の数値を使用しています。 

※６都市計画区域人口の中間年度と目標年度については，八千代市人口ビジョン（令和 5 年（2023 年）3 月改訂）の数値を使

用しています。 
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第３章 緑の将来構想 

第４章  緑の配置方針 

将来構想の実現に向け，緑の将来構造と配置方針を示します。 

 

１． 緑の将来構造 

八千代市の緑の構造をゾーン，エリア，拠点，軸に区分します。 

  

（１）ゾーン区分 

八千代市の土地利用区分に合わせ，緑のゾーンを配置します。 

名 称 位 置 位置付け及び方針 

自然環境保全 

ゾーン 

主に市北部の 

市街化調整区域 

市北部の市街化調整区域は自然環境を保全す

るゾーンとして位置付け，八千代市の原風景と

なる里山や谷津を保全します。 

新市街地 

ゾーン 

主に市中央部の 

市街化区域 

東葉高速線が通る市中央部の市街化区域を新

市街地ゾーンとして位置付け，新市街地にふさ

わしい都市緑化の維持・推進を図ります。 

既成市街地 

ゾーン 

主に市南部の 

市街化区域 

京成本線が通る市南部の市街化区域を既成市

街地ゾーンとして位置付け，身近な緑の維持・

推進を図ります。 

 

（２）エリア区分 

地域やまちの特性に合わせ，特徴的な緑づくりを図るエリアを配置します。 

名 称 位 置 位置付け及び方針 

谷津・ 

里山エリア 

八千代市第 3 次環境保全

計画（改訂版）において，

谷津・里山保全地域として

指定されるエリア 

八千代市の特徴となる谷津・里山を有するエリ

アとして，谷津・里山の保全を図ります。 

住宅団地・工業 

団地エリア 

面的整備により形成され

たまとまりある住宅団地

や工業団地のエリア 

面的に整備された住宅団地や工業団地を位置

付け，緑地・緑化協定などにより，一団の特徴

ある緑の維持・形成を図ります。 

ゴルフ場，陸上 

自衛隊用地 

まとまった土地利用がな

されるエリア 
大規模オープンスペースとして位置付けます。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

（３）拠点の配置 

緑の保全や緑化，緑の活動が展開される緑の拠点を配置します。 

名 称 位 置 位置付け及び方針 

広域緑 

の拠点 

県立八千代 

広域公園 

県立八千代広域公園は広域からも多くの人を引きつ

け，八千代市の中核となる緑の拠点として位置付けま

す。都市環境の保全・景観・防災・レクリエーション・

生物多様性の保全など様々な機能の維持・拡充を図り

ます。 

谷津・里山 

の拠点 

島田谷津，石神谷

津，菖蒲谷津， 

ほたるの里等 

生物多様性保全上重要な里地里山に選定される里山

を，谷津・里山保全の拠点として位置付けます。良好

な自然環境の維持・保全を図るとともに，市民や市民

団体など多様な主体と協力しつつ活動の展開を図り

ます。 

まちなか緑

の拠点 

総合公園，地区公園，

近隣公園，市民の森

等※１ 

各公園を市民生活に身近な緑の拠点として位置付け

ます。それぞれの特性に応じ，都市環境の保全・景観・

防災・レクリエーション・生物多様性の保全など様々

な機能の維持・拡充を図ります。 

花と緑 

の拠点 

鉄道駅周辺，大和田

駅～八千代中央駅を

つなぐ沿道及び周辺 

鉄道駅周辺や大和田駅～八千代中央駅をつなぐ沿道

及び周辺を，多くの人が利用する市のシンボルとなる

緑の拠点として位置付けます。花や緑の植栽により，

八千代市の玄関口にふさわしい緑空間の形成を図り

ます。 

緑の活動 

の拠点 

八千代総合運動公

園，京成バラ園，道の

駅やちよ（八千代ふ

るさとステーショ

ン・やちよ農業交流

センター） 

八千代総合運動公園などの施設を，緑の活動を展開す

る拠点として位置付けます。それぞれの施設の特性に

応じ，多様な主体と協力しつつ，多様な緑とのふれあ

いや活動などの機会の創出を図ります。 

  

※１市民の森等… 公告している市民の森８箇所に加えて，未公告の八千代台南市民の森，萱田町市民の森，大和田新田樹

木見本園を含む 11 箇所。 
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（４）軸の配置 

それぞれの緑を結び機能の強化を図る緑の軸を配置します。 

名 称 位 置 位置付け及び方針 

水と緑の 

骨格軸 

印旛放水路（新川・花見

川），神崎川，桑納川，

石神川，勝田川，高野川

及び花輪川の各河川  

河川は，水と緑の骨格軸として位置付けます。

様々な緑を結び都市環境の保全・景観・防災・レ

クリエーション・生物多様性の保全などの機能の

維持・拡充を図ります。 

緑の 

シンボル軸 

大和田駅～八千代中央

駅をつなぐ沿道及び周

辺，まちの緑をつなぐ主

要な緑道，主要な都市計

画道路 

主要な道路を市民生活において身近に存在する

緑のシンボル軸として位置付けます。緑道や歩道

により歩行者が安心して移動でき，街路樹や草花

などの植栽による空間形成を図ります。 

広域道路軸 

国道 16 号，国道 296 号

バイパス，（仮称）幕張

千葉ニュータウン線の

広域道路 

八千代市と周辺地域とを結ぶ軸として位置付け

ます。 

エコロジカル

ネットワーク

軸 

生物多様性の観点から

評価される緑 

生物多様性の観点から評価される緑を位置付け，

可能な限り，緑の連続性の確保を図ります。 
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２． 緑の将来構造図   
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第５章 全市的視点からみた緑の施策 

第５章  全市的視点からみた緑の施策 

緑の将来構想の実現に向け，５つの基本方針に従い施策の体系及び緑の施策を示します。 

１． 施策の体系                                  

  
基本方針1（緑の保全）

施策

番号

① 八千代市第３次環境保全計画（改訂版）の推進 1

② 谷津・里山の保全手法の検討 2

③ 斜面樹林・平地林の保全 3

① 郊外の農地の保全 4

② 農業体験の推進 5

① 社そう林・屋敷林の保全 6

② 市街地内樹林地の保全 7

③ 樹林地の維持管理の充実 8

(2) 名木・巨木の保全 9

(3) 生産緑地地区の保全 10

① 主要な河川の保全・整備 11

② 小河川の多自然川づくりの推進 12

③ 生き物が生息・生育できる川づくりの推進 13

(2) 湧水点の保全 14

① 水源かん養地の保全 15

② 雨水の地下浸透の推進 16

基本方針２（都市緑化）

(1) 市の花「バラ」，市の木「ツツジ」の活用 17

(2) 新川千本桜の活用 18

① 緑地・緑化協定の活用 19

② 多様な住宅地緑化の支援方策 20

③ オープンガーデンの推進 21

(2) 商業施設緑化の推進 22

(3) 工場緑化の推進 23

① 公共施設などの緑化の推進 24

② 道路緑化の推進 25

① 屋上・壁面緑化などの推進 26

② 八千代らしい植栽などの検討 27

③ 大和田新田樹木見本園の有効活用 28

基本方針３（公園・緑地の整備）

(1) 広域公園 29

① 運動公園 30

② 総合公園 31

① 街区公園 32

② 近隣公園 33

③ 地区公園 34

(4) 市民の森等・都市緑地など 35

① ユニバーサルデザインの導入推進 36

② 市民緑地制度の活用検討 37

① 公園の維持管理体制の充実 38

② 遊具などの安全性確保 39

① 市民ニーズを踏まえた公園の再生 40

② 公園施設長寿命化の検討 41

③ 樹木の維持・再生計画の検討 42

(1) 防災機能の強化 43

(2) 公園の多面的な活用方策の検討 44

基本方針４（生物多様性の確保）

(1) 生物多様性に配慮した地域づくり 45

(2) 希少な動植物保護方策の検討 46

(1) 希少な動植物の調査・把握 47

(2) 外来生物への対応 48

(1) 都市緑化の際の多様性配慮 49

(2) ビオトープの管理 50

(3) ほたるの里の保全・活用 51

(1) 骨格的なエコロジカルネットワークの保全 52

(2) まちなかエコロジカルネットワークの確保 53

基本方針５（緑の取り組み）

(1) 緑の情報発信・収集 54

① 自然とふれあう活動の充実 55

② 緑化活動の機会の創出 56

① 市民・市民団体との協力 57

② （公財）八千代市地域振興財団との協力 58

(1) 緑に関する条例の強化 59

(2) 助成 60

(3) みどり法人制度の導入検討 61

(4) 緑の維持管理方策の総合的な検討 62

エコロジカルネットワーク
を確保する

緑に親しみ，
みんなで
育てます

5-1
緑に親しむ仕組みづくり
を進める

(2) 緑に親しむ機会の充実

(3) 協力体制の構築

5-2 緑の制度の充実を図る

3-3 公園を活用する

生物の多様性
に配慮した
エコロジカル
ネットワーク
を形成します

4-1
生物多様性に配慮した
計画と連携する

4-2
健全な生態系を
保全する

4-3
ビオトープ空間を
創出する

4-4

(3) 住区基幹公園

(5) 公園整備手法

3-2 公園を維持管理する

(1) 公園の維持管理の充実

(2) 公園のリニューアルの推進

住宅地緑化の推進

(4) 公共施設緑化の推進

(5) 緑化手法の検討

市民に愛される
公園・緑地を
整備します

3-1 公園を整備する

(2) 都市基幹公園

美しく，
心地良い，
花と緑の都市
をつくります

2-1
花のまちづくりを
推進する

2-2
緑のまちづくりを
推進する

(1)

樹林地の保全

1-3 水辺を守る

(1) 河川・水辺の保全

(3) 水循環の確保

谷津・里山など
八千代市の
特徴となる
豊かな緑を
守ります

1-1
谷津・里山などの
緑を守る

(1) 谷津・里山の保全

(2) 農地の保全

1-2
市街地とその周辺の
緑を守る

(1)
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 全市的視点からみた緑の施策                          

 

基本方針１（緑の保全） 

谷津・里山など八千代市の特徴となる豊かな緑を守ります 

八千代市第 3次環境保全計画（改訂版）と連携を図りながら，谷津・里山の保全に向けての積極的

な取り組みを進めるとともに，谷津・里山を保全するため，新たな保全制度について検討します。 

また，環境省特定植物群落選定の七百餘所神社をはじめとする社そう林・屋敷林や，市民の森など

市街地の樹林地の保全を進めるとともに，郊外の農地や市街地内の生産緑地地区の保全，河川や湧水

などの水辺の保全を図っていきます。 

これらの緑の保全にあたっては，市民参加による保全の仕組みづくりを進めていきます。 

 

基本方針１-１谷津・里山などの緑を守る 

（１）谷津・里山の保全 

①八千代市第 3次環境保全計画（改訂版）の推進（施策１） 

・八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）

に基づき，多様な生物の生息・生育地で

あり骨格的な自然要素である谷津と里山

を一体的に保全します。 

・森林の適正な管理を通じて更新を促すと

ともに，公共事業や住宅への県産木材の

利用を周知することで，森林の保全を進

めます。 

・行政・市民・土地所有者の連携を図りな

がら，里山の適切な維持管理を図ります。また，里山楽校を卒業した市民などによる里山保

全活動を今後も支援し，維持管理活動の充実を図ります。 

 

②谷津・里山の保全手法の検討（施策２） 

・谷津・里山において，谷津田と斜面樹林を一体的に保全するため，新たな保全制度について

検討します。 

 

③斜面樹林・平地林の保全（施策３） 

・八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）に基づいた市民参加の竹林対策の実施や平地林など

で進行する竹林化の進行防止策について検討します。 

・樹林地内の不法投棄に対し，不法投棄連絡員や不法投棄監視装置（カメラ）による監視体制

を構築するとともに，再投棄や常習化を防ぐため，看板設置や早期撤去に取り組みます。 

 

（２）農地の保全 

①郊外の農地の保全（施策４） 

・市街化調整区域内の良好な営農環境を有する区域や集団的にまとまりのある農地については
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第６章 地域の視点からみた緑の施策 

 

第６章  地域の視点からみた緑の施策 

地域の緑の特性や課題を踏まえ，地域で優先的に取り組むことが必要な施策などを示すことによ

り，緑の地域づくりを進めます。 

地域区分については，旧計画と同様とし，八千代台地域，勝田台地域，高津・緑が丘地域，大和

田地域，村上地域，睦地域，阿蘇地域の７つとします。 

図 地域区分 

 

 

  

資料：平成 30 年（2018 年） 八千代市地域コミュニティ推進計画を一部改変 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

１． 八千代台地域                                 

（１）地域特性 

本地域は市の南西部に位置し，千葉市と習志野市に隣接しています。地域のほぼすべてが市街化

区域であり，地域を二分するように，都心と成田国際空港を結ぶ京成本線が通り，中心に八千代台

駅を有しています。 

本地域は，昭和 31 年（1956 年）の八千代台駅開業を契機に，日本初の大規模住宅団地が開発さ

れました。以降，駅周辺に住宅地や商業施設が整備され，市の商業の中心として発展しましたが，

開発から 70 年が経過し，地域の再生が課題となっています。 

本地域の将来人口推計については，減少や高齢化が予測されています。 

本地域の緑については，八千代台近隣公園，街区公園が配置されています。また，八千代台北市

民の森，八千代台北子供の森，八千代台東子供の森，八千代台西市民の森，八千代台南市民の森の

５箇所が，市街地の中の貴重な緑の空間となっています。 

 

（２）緑に関する地域の課題  

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘致圏※１

についてみると，街区公園及び近隣公園は概ね充

足しています。しかし，街区公園の平均面積は

0.07ha で，標準面積（0.25ha）の 30％程度と小規

模です。また，設置から年月を経た公園も多くなっ

ています。人口減少と高齢化が進む中，公園の有効

活用と維持管理が課題です。 

・市民の森では，台風時などに倒木が生じないよう，

樹木の保全（安全管理を優先に枯損木や支障木等

の剪定や伐採を適宜実施）が必要となっています。 

・八千代台まちづくりプロジェクトを契機に，今後のまち

づくりに向けた様々な取り組みが進められています。中

でも，公園や市民の森に関する利活用や維持管理の提案が多く出されています。 

 

（３）八千代台地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章基本方針１-２（１）②市街地内樹林地の保全（施策７） 

第５章基本方針１-２（１）③樹林地の維持管理の充実（施策８） 

第５章基本方針２-２（２）商業施設緑化の推進（施策 22） 

第５章基本方針３-２（１）①公園の維持管理体制の充実（施策 38，39） 

第５章基本方針３-２（２）①市民ニーズを踏まえた公園の再生（施策 40） 

第５章基本方針３-２（２）③樹木の維持・再生計画の検討（施策 42）  

※１住区基幹公園の誘致圏… 

市街化区域内の一般的な住宅市街地における住区基幹公園の標準的な

誘致距離範囲のこと。ここでは，市民に身近な住区基幹公園の配置の

状況について把握するため，右表の参考値を用いて充足状況を調査し

た。なお，参考情報として，誘致圏図には市街化調整区域内の誘致圏

についても示した。以下全ての地域について同様である。 

 誘致距離 標準敷地面積 

街区公園 250ｍ 0.25ha 

近隣公園 500ｍ 0.5ha 

地区公園 １km 4.0ha 

 

図 住区基幹公園の誘致圏 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 勝田台地域                                  

（１）地域特性 

本地域は市の南東部に位置し，千葉市と佐倉市に隣接しています。地域の北東部は勝田台駅を中

心とした市街化区域であり，地域の南西部は，市街化調整区域となっています。地域の北部には，

京成本線の勝田台駅と東葉高速線の東葉勝田台駅があるなど交通の要衝となっています。 

本地域の特性は，昭和 43 年（1968 年）の勝田台駅の開業とともに誕生した勝田台団地を中心と

した市街地が形成され，勝田台駅南口周辺は，「みずき通り」をメインとして，商店街が形成され

ています。本地域も開発からすでに 50 年以上が経過しており，地域の再生が求められています。 

本地域の将来推計人口については，老齢人口割合がすでに高くなっており，地域人口の減少と老

齢人口割合の高い水準での推移が予測されています。 

本地域の緑については，勝田台中央公園や街区公園が配置されているほか，八勝園市民の森や勝

田市民の森が配置されています。また，地域の南部を流れる勝田川の周辺に水田が広がり，そこか

ら続く斜面樹林と古くからの集落，社そう林が一体となった，緑豊かな自然が残されています。 

 

（２）緑に関する地域の課題 

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘致圏につ

いてみると，街区公園の不足区域に近隣公園の勝田

台中央公園が配置され，概ね充足しています。しか

し，街区公園の平均面積は 0.16ha で，標準面積

（0.25ha）の 65％程度と小規模ながら，他地域に

比べてやや大きい規模です。ただ，設置から年月を

経た公園も多く，人口減少と高齢化が進む中で，有

効活用と維持管理が課題です。 

・市民の森では，台風時などに倒木が生じないよう，

樹木の保全（安全管理を優先に枯損木や支障木等の

剪定や伐採を適宜実施）が必要となっています。 

・勝田川沿いの農地，斜面樹林，集落が一体となった

里山の風景は地域の重要な資源として保全が求められます。 

・勝田市民の森などが貴重な緑となっており，保全・活用などが課題となっています。 

 

（３）勝田台地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章基本方針１-１（１）①八千代市第 3次環境保全計画（改訂版）の推進（施策１） 

第５章基本方針１-２（１）②市街地内樹林地の保全（施策７） 

第５章基本方針１-２（１）③樹林地の維持管理の充実（施策８）  

第５章基本方針２-２（１）住宅地緑化の推進（施策 19～21） 

第５章基本方針２-２（２）商業施設緑化の推進（施策 22） 

第５章基本方針３-２（１）公園の維持管理体制の充実（施策 38，39） 

第５章基本方針３-２（２）③樹木の維持・再生計画の検討（施策 42） 

第５章基本方針３-２（２）①市民ニーズを踏まえた公園の再生（施策 40） 

図 住区基幹公園の誘致圏 



 

 

66 

八千代市緑の基本計画（改定版） 

３． 高津・緑が丘地域                               

（１）地域特性 

本地域は市の中西部に位置し，船橋市及び習志野市に隣接しています。地域中西部と地域南部の

陸上自衛隊習志野演習場が市街化調整区域であるほかは，地域の大部分が市街化区域となっていま

す。 

本地域の特性は，北部には東葉高速線が通り，八千代緑が丘駅周辺は，大規模店舗や高層マンシ

ョンなどが建設され，新しい市街地が形成されています。地域の中央部には高津団地を中心とした

市街地のほか，古くからある集落地が混在しています。なお，地域の北部では，西八千代北部特定

土地区画整理事業により新しい市街地の整備が進んでいます。 

本地域の将来人口推計については，増加することが予測されています。 

本地域の緑については，スポーツの杜公園や街区公園が配置されるとともに，西八千代北部特定

土地区画整理事業により，新たな公園整備が行われました。また，一部に残る生産緑地地区と高津

小鳥の森などが市街地内の貴重な緑空間となっているほか，八千代市の緑の活動の拠点となる京成

バラ園や大和田新田樹木見本園などを有しています。地域の中西部に残る市街化調整区域について

は住宅も多く，街区公園が配置されています。 

京成バラ園の玄関口である八千代緑が丘駅周辺や歩行者ルートについては，市民協働によるバラ

などの維持管理が行われています。 

 

（２）緑に関する地域の課題 

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘致

圏についてみると，概ね充足しています。し

かし，街区公園の平均面積は 0.10ha で，標

準面積（0.25ha）の 40％程度と小規模です。

また，整備された公園や市街地の緑の維持管

理が課題となっています。 

・高津小鳥の森が市街地内の貴重な緑として機

能しており，また，生産緑地地区も比較的多

く残るため，その保全・活用が求められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

（３）高津・緑が丘地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章基本方針１-２（１）③樹林地の維持管理の充実（施策８） 

第５章基本方針１-２（３）生産緑地地区の保全（施策 10） 

第５章基本方針２-１（１）市の花「バラ」，市の木「ツツジ」の活用（施策 17） 

第５章基本方針２-２（１）住宅地緑化の推進（施策 19～21） 

第５章基本方針２-２（４）②道路緑化の推進（施策 25） 

図 住区基幹公園の誘致圏 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

４． 大和田地域                                  

（１）地域特性 

本地域は市のほぼ中央部，新川の西側に位置しています。新川の沿岸部は市街化調整区域ですが，

それ以外は全て市街化区域となっています。 

本地域は，中央に東葉高速線八千代中央駅を中心とした新市街地，南に京成大和田駅を中心とす

る既成市街地が広がっています。地域の北部には斜面樹林を挟んで八千代工業団地があり，市役所

や文化・スポーツ施設も集まるなど，八千代市の中心的役割を担っています。 

本地域の将来人口推計については，高齢化の進行が予測されています。 

本地域の緑については，萱田地区公園，飯綱近隣公園などのほか，萱田町市民の森などの緑地が

配置されています。地域の東部に市のシンボルとなる新川が流れ，中心的な公園となる八千代総合

運動公園が配置されているほか，水田や畑が広がり水辺空間に恵まれた緑豊かな自然が残されてい

ます。 

 

（２）緑に関する地域の課題 

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘

致圏についてみると，市役所周辺など一部

に不足区域がみられることが課題です。ま

た，街区公園の平均面積は 0.07ha で，標準

面積（0.25ha）の 30％程度と小規模です。

さらに，設置から年月を経た公園も多く，

有効活用と維持管理が課題となっていま

す。 

・新川の沿岸部に県立八千代広域公園の整備

が進められています。八千代総合運動公園

については，都市計画決定が行われている

区域の整備を進めていく必要があります。 

・既成市街地に位置する京成大和田駅周辺で

は緑化とその維持が課題です。また，工業

団地では，県・市・事業者の三者協定によ

り，面積ベースで 10％以上の緑化を推進し

ていますが，その維持が課題です。 

・まとまった生産緑地地区が残っており，その保全・活用が望まれます。 

 

（３）大和田地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章基本方針１-２（３）生産緑地地区の保全（施策 10） 

第５章基本方針２-２（１）住宅地緑化の推進（施策 19～21） 

第５章基本方針２-２（３）工場緑化の推進（施策 23） 

第５章基本方針２-２（４）公共施設緑化の推進（施策 24，25） 

第５章基本方針３-２（１）公園の維持管理体制の充実（施策 38，39） 

図 住区基幹公園の誘致圏 




